ディ－ゼル微粒子除去装置助成金交付要綱

平成１５年　４月　１日制定

平成１６年３月２６日一部改正
平成１７年３月２９日一部改正
平成１８年３月２８日一部改正
社団法人熊本県トラック協会

（目　的）

第１条　この要綱は、社団法人熊本県トラック協会（以下｢協会｣という。）が行うディ－ゼル微粒子除去装置装着に対する助成金（以下｢助成金｣という。）の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

　　　｢ディ－ゼル微粒子除去装置｣（以下｢装置｣という。）とは、国土交通大臣又は地方公共団体が認定したＤＰＦ及び酸化触媒ならびにその他の軽油を原動機とする自動車から排出される粒子状物質を減少させる装置をいう。

（助成対象）

第３条　助成の対象は、原則として装置をあらたに購入して取り付ける会員事業者とする。

（助成金の交付額）

第４条　前条の助成金の交付額は、別表１に示すとおりとする。ただし、地方公共団体等による補助があるときは、助成額を変えることができる。

　　２　消費税は助成の対象外とする。

(装置の装着)

第５条　助成金の対象となる装置は、当該助成金の交付を申請する日の属する会計年度の３月１０日までに装着を完了し、支払いが終了するものでなければならない。

（交付申請）

第６条　事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式１の｢ディ－ゼル微粒子除去装置助成金交付申請書｣を、別に定める期日までに、協会に提出しなければならない。

　　２　前項の申請に必要な添付書類は、別に定める。

（交付決定）

第７条　協会は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、

　　　様式２の｢ディ－ゼル微粒子除去装置助成交付決定通知書｣により事業者に通知する。

　　２　協会は前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

（実績報告及び助成金の請求）

第８条　事業者は、装置の装着が完了したときは、様式３の｢ディ－ゼル微粒子除去装置助成事業実績報告書（助成金交付請求書）｣を協会に提出しなければならない。

（助成金の交付）

第９条　協会は、前条のデｲ―ゼル微粒子除去装置助成事業実績報告書（助成金交付請求書）の提出があったときは、速やかにその報告を審査し、その報告に係る事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、事業者に対して、助成金を交付する。

（申請の変更又は取下げ）

第10条　申請の変更又は取下げをするときは、事業者は、速やかに様式４の｢ディ－ゼ　

　　　　ル微粒子除去装置助成金交付申請（変更・取下）届出書｣を協会に提出し、その指示を受けなければならない。

（財産処分の制限）

第11条　事業者は、交付対象となった装置が１年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下｢処分｣という。）に供してはならない。但し、あらかじめ協会の承認を得た場合はこの限りではない。

（その他必要な事項）

第12条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、協会が別にこれを定める。

（附則）

第１条　本要綱は平成１８年４月１日より適用する。

別表１　助成金の交付額（第４条関係）

	
	車両総重量

３.５ｔ以上８ｔ未満
	車両総重量

８ｔ以上

	平成11年

排出ガス規制車(KL－)以前
	装置単価の1/8

（限度額2.5万円）


	装置単価の1/8

（限度額5万円）




　　　　※消費税及び地方消費税は助成の対象外とする。

　　　　※装置単価には取付費用を含む。
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